
 

第 8・対象比較－1 

第８ 対象者間の比較 

１ 食品安全について（一般県民・事業者の意識） 

１－１ 農薬・動物用医薬品の使用について（一般県民・一次・二次・三次産業） 

（一般県民：問 9／一次：問 3／二次：問 4／三次：問 3） 

 
一般県民、二次産業、三次産業では「使用はなるべく少なくするようにしてほしい」が 5 割

程度で最も高く、次いで「基準に基づいて（守られて）いれば、問題ない」が 2～3 割程度と

なっており、2 項目間の差が一般県民では 30 ポイント以上、二次・三次産業では 10～20 ポイ

ント程度となっている。一方、使用当事者となる一次産業では、「基準に基づいて適正に使用

している」が 4 割以上で最も高く、これに次ぐ「使用はなるべく少なくするようにしている」

も同程度に高くなっている。 

1-1 農薬・動物用医薬品の使用について（一般県民・一次・二次・三次産業） 

 

 
※同様の意味の項目を整理して表示 

 

  

22.1 

54.6

7.3

1.1

33.1 

53.0 

7.3 

0.7 

30.6 

46.0 

8.1 

2.4 

0% 20% 40% 60%

使用基準・残留基準に基づいていれば、問題ない

基準を守るだけでなく、使用はなるべく少なくするようにして

ほしい

価格が高くなったり、見栄えが悪くなっても、一切使用しな

いでほしい

特に気にしていない

一般県民（N=820）

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）

45.3 

41.0 

2.9 

5.0 

5.8 

0% 20% 40% 60%

使用基準に基づいて適正に使用している

基準を守るだけでなく、使用はなるべく少なくするようにして

いる

農薬や動物用医薬品は一切使用していない

事業が該当しない

無回答
一次産業（N=139）



 

第 8・対象比較－2 

１－２ 食品添加物の使用について（一般県民・二次・三次産業） 

（一般県民：問 10／二次：問 8／三次：問 7） 

 
いずれの対象者も「なるべく少なく」が 5～6 割程度で最も高く、次いで「基準に基づいて

適正に使用されていれば、問題ない」が高くなっている。この 2 項目間の差は一般県民と三次

産業では約 30～40 ポイント程度と大きくなっているが、使用当事者となる二次産業では大き

な差は見られない。 

1-2 食品添加物の使用について（一般県民・二次・三次産業） 

 

 

※同様の意味の項目を整理して表示 

 

  

21.1 

57.8 

7.9 

2.0 

29.8

58.9

7.3

1.6

0% 20% 40% 60%

使用基準に基づいて適正に使用されていれば、問題ない

基準を守るだけでなく、使用はなるべく少なくするようにして

ほしい

一切使用しないでほしい

特に気にしていない

一般県民（N=820）

三次産業（N=124）

41.7 

7.9 

47.0 

1.3 

2.0 

0% 20% 40% 60%

使用基準に基づいて適正に使用されていれば、問題ない

使用しているが、安全性について不安を持っている

基準を守るだけでなく、使用はなるべく少なくしている

特に気にしていない

無回答 二次産業（N=151）



 

第 8・対象比較－3 

１－３ 遺伝子組換え農産物について（一般県民・一次・二次・三次産業） 

1-3（1） 遺伝子組換え食品について関心があること 

（一次：問 4／二次：問 5／三次：問 4） 

 
いずれの産業も「食品としての安全性」が特に高く、遺伝子組換え農産物への最大の関心事

が「安全性」という点は、各産業で共通している。 
また、生産者である一次産業は「環境への影響」、「農産物としての有用性」が他の産業より

高くなっている。 

1-3（1） 遺伝子組換え農産物について関心があること（一次・二次・三次産業） 

 

 

  

77.7 

37.4 

25.2 

20.9 

5.0 

1.4 

87.4 

28.5 

16.6 

30.5 

3.3 

2.6 

85.5 

24.2 

15.3 

23.4 

5.6 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食品としての安全性

環境への影響

農産物としての有用性

商品としての販売状況・需要など

まったく関心がない

無回答

一次産業（N=139）

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）



 

第 8・対象比較－4 

1-3（2） 遺伝子組換え農産物についての考え方 

（一般県民：問 15／一次：問 5／二次：問 7／三次：問 6） 

 
一般県民、三次産業では「国が安全性を確認したものであれば、栽培、輸入、食品原材料と

しての使用は問題ない」と「栽培、輸入、食品原材料としての使用は、できるだけ少なくすべ

きだ」が同程度、一次産業では「栽培、輸入、食品原材料としての使用は、できるだけ少なく

すべきだ」、二次産業では「国が安全性を確認したものであれば、栽培、輸入、食品原材料と

しての使用は問題ない」がそれぞれ高くなっている。 

1-3（2） 遺伝子組換え農産物についての考え方（一般県民・一次・二次・三次産業） 

 
  

28.2 

27.6 

11.1 

6.7 

3.5 

6.5 

14.5 

2.0 

23.7 

38.8 

15.1 

5.8 

0.7 

2.9 

9.4 

3.6 

41.7 

16.6 

13.2 

2.6 

2.0 

6.6 

13.9 

3.3 

30.6 

28.2 

12.9 

1.6 

5.6 

3.2 

12.1 

5.6 

0% 20% 40% 60% 80%

国が安全性を確認したものであれば、栽培、輸入、食品

原材料としての使用は問題ない

栽培、輸入、食品原材料としての使用は、できるだけ少

なくすべきだ

輸入も栽培も食品原材料としての使用も、一切しないほ

うがよい

農薬の量を減らすことができ、環境にやさしいので、積

極的に利用すべきだ

生産性が向上し、価格が安くなるなら、積極的に利用す

べきだ

特に気にしていない

よくわからない

無回答

一般県民（N=820）

一次産業（N=139）

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）



 

第 8・対象比較－5 

１－４ 消費者自身がすべきこと・消費者に望むこと（一般県民・一次・二次・三次産業） 

（一般県民：問 6／一次：問 11／二次：問 26／三次：問 22） 

 
一般県民からは「食の安全・安心に関心を持ち、知識を得る」ように努めながら、「食の安

全・安心に積極的に取り組んでいる事業者・生産者から商品を購入」したい意向がうかがえ

る。一方、一次・二次・三次産業は消費者に対して、「商品の生産・製造・販売等について、

もっとよく知って理解してほしい」、「商品選択するとき、産地や値段、見た目だけでなく、食

品の安全性も考慮してほしい」、「安全性の高いものは、価格が高くても購入してほしい」と望

んでおり、一次産業は特に「もっとよく知って理解してほしい」とする傾向が強い。 

1-4 食の安全性確保のため、消費者自身がすべきこと・消費者に望むこと（一般県民・一次・二次・三次産業） 

 

 
※同様の意味の項目を整理して表示 

  

90.0 

60.7 

32.1 

19.0 

9.0 

6.2 

5.7 

4.4 

1.5 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食の安全・安心に関心を持ち、知識を得るように努める

食の安全・安心に積極的に取り組んでいる事業者・生産者から商品

を購入する

環境に配慮した消費行動に努める

食の安全・安心に関する知識を持つ消費者が、地域の消費者に情

報を伝える

食の安全・安心について、行政・事業者・生産者へ提言や意見表明

を行う

生産者・事業者との交流・話し合いの場に参加する

食の安全・安心についての講演会、意見交換会等に参加する

消費者相互の連携を図る（グループ活動）

その他

無回答

一般県民

（N=820）

48.9 

35.3 

28.1 

23.7 

18.0 

10.1 

4.3 

2.9 

3.6 

33.1 

34.4 

35.1 

21.2 

4.6 

13.2 

6.6 

21.0 

30.6 

34.7 

13.7 

0.0 

21.8 

8.9 

0% 20% 40% 60%

食品の生産・製造・販売等について、もっとよく知って理解して

ほしい

商品選択するとき、産地や値段、見た目だけでなく、食品の安

全性も考慮してほしい

安全性の高いものは、価格が高くても購入してほしい

残留農薬や食品添加物の使用に関して、過剰に反応しすぎて

いると思う

商品選択するとき、地場産物を最優先してほしい

有機農作物や特別栽培農作物について、もっとよく知って理解

してほしい

その他

特に望むことはない

無回答

一次産業（N=139）

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）



 

第 8・対象比較－6 

１－５ リスクコミュニケーションの有効な方法／安全・安心の取組内容の公開方法 

（一般県民・一次・二次・三次産業） 

（一般県民：問 33／一次：問 10／二次：問 25／三次：問 21） 

 
リスクコミュニケーションの有効な方法について、一般県民は「広報誌など紙媒体」が特に

高く、「インターネットなど電子媒体」、「生産、製造現場等の見学・現場体験」も高い。一方、

事業者側は安全・安心の取組内容の公開方法として、一次産業は「現場等の公開」、二次産業は

「ホームページ等での公開」、三次産業は「特に必要がないので、行っていない」が最も高くな

っている。「特に必要がないので、行っていない」は一次・二次産業でも約 3 割見られる。 

1-5 リスクコミュニケーションの有効な方法／安全・安心の取組内容の公開方法（一般県民・一次・二次・三次産業） 

 

 

※同様の意味の項目を整理して表示

64.5 

38.0 

35.9 

28.0 

13.0 

1.3 

4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

広報誌など紙媒体による情報提供

インターネットなど電子媒体による情報提供

生産、製造現場等の見学・現場体験

意見交換会、説明会、セミナー等での情報共有

電話やメールによる相談受付

その他

無回答

一般県民（N=820）

38.8 

24.5 

22.3 

6.5 

5.8 

10.8 

28.8 

9.4 

27.8 

12.6 

15.9 

37.1 

2.6 

5.3 

27.8 

4.6 

12.1 

16.1 

16.1 

15.3 

3.2 

5.6 

42.7 

9.7 

0% 20% 40% 60%

現場等の公開

食の安全性について消費者との意見交換

店頭における安全性確保の取組のPR

ホームページ等での公開

マスコミ等を通じた、安全性確保の取組のPR

その他

特に必要がないので、行っていない

無回答

一次産業（N=139）

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）



 

第 8・対象比較－7 

１－６ 県に望む食の安全・安心のための対策（一般県民・一次・二次・三次産業） 

（一般県民：問 36／一次：問 12／二次：問 27／三次：問 23） 

 
一般県民で最も重要度が高い「輸入食品の安全性確保」は、一次産業でも最も高くなってい

る。二次・三次産業は「ノロウイルス、O157 等の食中毒対策」の重要度が最も高く、特に三

次産業では突出している。いずれの対象者も上位は前回とほぼ同様の項目となっており、「輸

入食品の安全性確保」、「ノロウイルス、O157 等の食中毒対策」の 2 項目は、いずれの対象者

でも重視されていることがうかがえる。また、一般県民は 2～6 位の「食品検査体制の充実」、

「食品中の放射性物質対策」、「農薬の使用・残留に関する農産物の安全性確保」、「生産者や食

品事業者の自主衛生管理の推進」の重要度が同程度となっているが、その中で 2 位の「食品検

査体制の充実」（「ノロウイルス、O157 等の食中毒対策」と同値）は、一次・三次産業では 8
位、二次産業では 10 位であり、重要度の値も一般県民に比べて低くなっている。 

1-6 食の安全・安心を確保するために県に望む対策 「重要度」（一般県民・一次・二次・三次産業） 

 一般県民 一次産業 二次産業 三次産業 

 順位 重要度 順位 重要度 順位 重要度 順位 重要度

輸入食品の安全性確保 1 位 88.0 1 位 89.4 4 位 79.7  2 位 84.1 

ノロウイルス、O157 等の食中毒対策 2 位 84.0 3 位 84.1 1 位 85.8  1 位 91.1 

食品検査体制の充実 2 位 84.0 8 位 80.3 10 位 76.2  8 位 79.4 

食品中の放射性物質対策 4 位 83.7 7 位 81.3 7 位 78.1  7 位 79.9 

農薬の使用・残留に関する農産物の安全性確保 5 位 83.3 4 位 83.6 3 位 80.8  3 位 83.7 

生産者や食品事業者の自主衛生管理の推進※ 6 位 83.1 15 位 72.7 11 位 73.1  12 位 74.6 

有機水銀、カドミウム等の重金属に関する食品の安全

性確保 
7 位 81.2 2 位 86.6 5 位 79.2  9 位 78.6 

食品添加物の使用に関する加工食品の安全性確保 8 位 79.9 6 位 81.6 9 位 76.4  4 位 81.7 

食品アレルギーに関する理解促進 9 位 74.4 11 位 78.4 2 位 84.1  5 位 80.8 

遺伝子組換え食品に関する安全性確保 10 位 74.3 5 位 81.9 12 位 72.1  11 位 75.7 

迅速な回収のサポートなど緊急時における事業者へ

の支援体制の強化 
11 位 74.0 9 位 80.0 6 位 78.6  10 位 78.3 

食品表示について※ 12 位 72.3 9 位 80.0 8 位 76.5  6 位 80.1 

いわゆる健康食品の安全性確保 13 位 69.2 14 位 73.1 14 位 71.3  13 位 73.2 

消費者への情報提供とリスクコミュニケーションの促進 14 位 67.9 12 位 75.8 13 位 71.8  15 位 67.4 

トレーサビリティの推進 15 位 63.1 16 位 72.3 15 位 70.4  16 位 64.3 

消費者へ食の安全に関する学習機会の提供 16 位 59.6 13 位 73.9 16 位 69.9  14 位 69.9 

※「生産者や食品事業者の自主衛生管理の推進」は事業者調査では「（GAP、HACCP の推進など）」を付記、「食品表示について」

は一般県民調査では「食品表示に関する理解促進」、事業者調査では「食品表示の適正化の推進」 

※網掛け表示は各対象者における重要度上位 3項目 

 

  



 

第 8・対象比較－8 

1-6 食の安全・安心を確保するために県に望む対策 「重要度」（一般県民・一次・二次・三次産業） 

88.0 

84.0 

84.0 

83.7 

83.3 

83.1 

81.2 

79.9 

74.4 

74.3 

74.0 

72.3 

69.2 

67.9 

63.1 

59.6 

89.4 

84.1 

80.3 

81.3 

83.6 

72.7 

86.6 

81.6 

78.4 

81.9 

80.0 

80.0 

73.1 

75.8 

72.3 

73.9 

79.7 

85.8 

76.2 

78.1 

80.8 

73.1 

79.2 

76.4 

84.1 

72.1 

78.6 

76.5 

71.3 

71.8 

70.4 

69.9 

84.1 

91.1 

79.4 

79.9 

83.7 

74.6 

78.6 

81.7 

80.8 

75.7 

78.3 

80.1 

73.2 

67.4 

64.3 

69.9 

50点 60点 70点 80点 90点 100点

輸入食品の安全性確保

ノロウイルス、O157等の食中毒対策

食品検査体制の充実

食品中の放射性物質対策

農薬の使用・残留に関する農産物の安全性確保

生産者や食品事業者の自主衛生管理の推進※

有機水銀、カドミウム等の重金属に関する食品の

安全性確保

食品添加物の使用に関する加工食品の安全性確

保

食品アレルギーに関する理解促進

遺伝子組換え食品に関する安全性確保

迅速な回収のサポートなど緊急時における事業者

への支援体制の強化

食品表示について※

いわゆる健康食品の安全性確保

消費者への情報提供とリスクコミュニケーションの

促進

トレーサビリティの推進

消費者へ食の安全に関する学習機会の提供

一般県民（N=820)

一次産業（N=139）

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）



 

第 8・対象比較－9 

１－７ 特に重点的な取組を望む項目（一般県民・一次・二次・三次産業） 

（一般県民：問 37・一次：問 13・二次：問 28・三次：問 24） 

 
一般県民で 1～3 位の「輸入食品の安全性確保」、「農薬の使用・残留に関する農産物の安全性

確保」、「ノロウイルス、O157 等の食中毒対策」の 3 項目は、他の対象者でも値が高く、上位に

位置していることから、いずれの対象者もこれらに関する群馬県の対応を特に望んでいる傾向

がうかがえる。また、いずれの対象者も、1 位の項目と 2 位以降の項目の差が 15 ポイント以上

あり、特に二次産業では 1 位の「ノロウイルス、O157 等の食中毒対策」と 2 位の「食品アレル

ギーに関する理解促進」では約 30 ポイントの差となっている。また、先の「重要度」が最も高

い項目は、特に重点的に群馬県に望むものとしても最も高く、一般県民と一次産業では「輸入

食品の安全性確保」、二次・三次産業では「ノロウイルス、O157 等の食中毒対策」が最重視さ

れていることが示されている。 

1-7 特に重点的な取組を望む項目（一般県民・一次・二次・三次産業） 

 
一般県民 

（N=820） 

一次産業 

（N=139) 

二次産業 

（N=151) 

三次産業 

（N=124） 

（％） 順位 ％ 順位 ％ 順位 ％ 順位 ％ 

輸入食品の安全性確保 1 位 51.5 1 位 44.6 4 位 21.2  2 位 32.3 

農薬の使用・残留に関する農産物の安全性確保 2 位 35.4 2 位 29.5 5 位 18.5  3 位 21.8 

ノロウイルス、O157 等の食中毒対策 3 位 31.6 3 位 25.9 1 位 52.3  1 位 51.6 

食品中の放射性物質対策 4 位 28.5 9 位 11.5 7 位 13.2  6 位 13.7 

食品検査体制の充実 5 位 21.1 5 位 16.5 10 位 11.9  11 位 7.3 

食品添加物の使用に関する加工食品の安全性確保 6 位 17.3 7 位 13.7 13 位 9.3  5 位 16.1 

有機水銀、カドミウム等の重金属に関する食品の安全

性確保 
7 位 15.6 4 位 18.0 11 位 9.9  9 位 9.7 

生産者や食品事業者の自主衛生管理の推進※ 8 位 15.4 15 位 5.0 11 位 9.9  12 位 4.0 

食品アレルギーに関する理解促進 9 位 8.0 14 位 5.8 2 位 23.2  4 位 16.9 

迅速な回収のサポートなど緊急時における事業者へ

の支援体制の強化 
10 位 7.9 6 位 15.8 3 位 21.9  7 位 12.1 

遺伝子組換え食品に関する安全性確保 11 位 7.3 9 位 11.5 15 位 3.3  8 位 10.5 

トレーサビリティの推進 12 位 4.0 13 位 6.5 15 位 3.3  14 位 2.4 

いわゆる健康食品の安全性確保 13 位 3.4 16 位 3.6 14 位 4.0  12 位 4.0 

食品表示について※ 14 位 3.2 9 位 11.5 7 位 13.2  10 位 8.1 

消費者への情報提供とリスクコミュニケーションの促進 15 位 3.0 12 位 8.6 6 位 14.6  14 位 2.4 

消費者へ食の安全に関する学習機会の提供 16 位 1.0 7 位 13.7 9 位 12.6  14 位 2.4 

※「生産者や食品事業者の自主衛生管理の推進」は事業者調査では「（GAP、HACCP の推進など）」を付記、「食品表示につい

て」は一般県民調査では「食品表示に関する理解促進」、事業者調査では「食品表示の適正化の推進」 

※網掛け表示は各対象における値上位 3 項目 
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1-7 特に重点的な取組を望む項目（一般県民・一次・二次・三次産業） 

 

  

51.5 

35.4 

31.6 

28.5 

21.1 

17.3 

15.6 

15.4 

8.0 

7.9 

7.3 

4.0 

3.4 

3.2 

3.0 

1.0 

11.3 

44.6 

29.5 

25.9 

11.5 

16.5 

13.7 

18.0 

5.0 

5.8 

15.8 

11.5 

6.5 

3.6 

11.5 

8.6 

13.7 

16.5 

21.2 

18.5 

52.3 

13.2 

11.9 

9.3 

9.9 

9.9 

23.2 

21.9 

3.3 

3.3 

4.0 

13.2 

14.6 

12.6 

13.9 

32.3 

21.8 

51.6 

13.7 

7.3 

16.1 

9.7 

4.0 

16.9 

12.1 

10.5 

2.4 

4.0 

8.1 

2.4 

2.4 

23.4 

0% 20% 40% 60%

輸入食品の安全性確保

農薬の使用・残留に関する農産物の安全性確保

ノロウイルス、O157等の食中毒対策

食品中の放射性物質対策

食品検査体制の充実

食品添加物の使用に関する加工食品の安全性確

保

有機水銀、カドミウム等の重金属に関する食品の

安全性確保

生産者や食品事業者の自主衛生管理の推進

食品アレルギーに関する理解促進

迅速な回収のサポートなど緊急時における事業者

への支援体制の強化

遺伝子組換え食品に関する安全性確保

トレーサビリティの推進

いわゆる健康食品の安全性確保

食品表示に関する理解促進

消費者への情報提供とリスクコミュニケーションの

促進

消費者へ食の安全に関する学習機会の提供

無回答

一般県民（N=820）

一次産業（N=139)

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）
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２ 食品安全について（各事業者の状況） 

２－１ 食品の安全性確保のために重視している事項（一次・二次・三次産業） 

（一次：問 1／二次：問 2／三次：問１） 

 
いずれの産業も「異物等の混入の排除」が比較的高く、「放射性物質の安全検査」が比較的

低くなっている。また、一次・三次産業は「鮮度」、二次・三次産業は「細菌汚染防止などの

衛生管理」、「賞味期限等、表示記載の内容」がともに比較的高くなっている。 
各産業の特徴を見ると、一次産業は「農薬の使用」が最も高く、「生産履歴等の記帳」も高

くなっている。二次産業は「異物等の混入の排除」が最も高く、「原材料の安全性（農薬等）

や品質」も高くなっている。三次産業は「鮮度」が最も高く、上位 4 項目とそれ以外の項目で

重視度に差が見られる。 

2-1 食品の安全性確保のために重視している事項 「重視度」（一次・二次・三次産業） 
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２－２ 生産物・自社製品の安全性確認のための検査実施状況（一次・二次産業） 

（一次：問 2／二次：問 15） 

 
一次・二次産業とも「自主検査を実施」が最も高く、次いで一次産業は「生産履歴を記帳し

ているので、特別な検査は必要ない」、二次産業は「自社検査を実施」が高くなっている。 

2-2 生産物・自社製品の安全性確認のための検査実施状況（一次・二次産業） 

 

  

52.5 

25.2 

8.6 

2.2 

0.7 

4.3 

6.5 

0% 20% 40% 60%

自主検査を実施

生産履歴を記帳しているの

で、特別な検査は必要ない

行政が行うサンプリング検

査で十分である

自社検査を実施

蓄積された知識・経験があ

り、特別な検査は必要ない

検査は必要であると思うが、

まだ実施していない

無回答

一次産業

（N=139）

39.7 

4.0 

11.3 

34.4 

7.9 

2.6 

0% 20% 40% 60%

自主検査を実施

特別な検査の必要性は感じ

ていない

行政が行う検査で十分と考

えている

自社検査を実施

検査は必要であると思うが、

まだ実施していない

無回答

二次産業

（N=151）
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２－３ 納入された原材料・食品・食材の安全性の確認方法（二次・三次産業） 

（二次：問 3／三次：問 2） 

 
二次産業は「納入元に、検査成績表の提出を求め、適合しないものは受入れない」が最も高

く、次いで「納入後の原材料に対して、自社検査を実施し、安全確認をしている」となってい

る。三次産業は「納入元を信用し、改めて検査などによる確認は特にしていない」が特に高く

なっている。 

2-3 納入された原材料・食品・食材の安全性の確認方法（二次・三次産業） 

 

※同様の意味の項目を整理して表示 

 

 

 
  

57.6 

39.7 

35.1 

18.5 

11.9 

5.3 

1.3 

17.7 

17.7 

64.5 

13.7 

4.8 

9.7 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

納入元に、検査成績表の提出を求め、適合しないものは受

入れない

納入後の原材料・食品・食材に対して、自社検査を実施し、

安全確認をしている

納入元を信用し、改めて検査などによる確認は特にしていな

い

納入元の管理体制を、定期的に実地で確認している

納入後の原材料・食品・食材に対して、民間機関に検査を依

頼し、安全確認をしている

その他

無回答

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）
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２－４ 国際標準規格・基準等の取得状況（一次・二次・三次産業） 

（一次：問 8／二次：問 23／三次：問 19） 

 
「すでに取得（導入）している」、「取得（導入）を考えている」の合計値を見ると、いずれ

の項目も二次産業が最も高くなっている。また、いずれの項目も、それぞれの産業で約 2～5
割が「聞いたことがある程度」としている。 

 

2-4 国際標準規格・基準等の取得状況（一次・二次・三次産業） 

①品質管理の国際標準規格「ISO9000 シリーズ」 

 

②環境管理の国際標準基準「ISO14000 シリーズ」 

 
  

0.7 

13.2 

4.8 

6.5 

0.7 

1.6 

18.0 

44.4 

20.2 

47.5 

21.2 

29.8 

15.8 

4.6 

18.5 

2.9 

6.0 

4.8 

8.6 

9.9 

20.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一次産業（N=139)

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

すでに取得(導入）している 取得(導入）を考えている

知識はあるが取得(導入)する予定はない 聞いたことがある程度

聞いたこともない 知識はあるが該当しないと考えている

無回答

1.4 

8.6 

6.5 

5.0 

2.0 

2.4 

17.3 

44.4 

16.9 

48.2 

23.8 

25.8 

16.5 

5.3 

22.6 

3.6 

4.6 

4.0 

7.9 

11.3 

21.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一次産業（N=139)

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

すでに取得(導入）している 取得(導入）を考えている

知識はあるが取得(導入)する予定はない 聞いたことがある程度

聞いたこともない 知識はあるが該当しないと考えている

無回答
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③食品安全管理の国際標準規格「ISO22000」 

 

④食品の製造・加工に関する HACCP（危害分析重要管理点） 

 

⑤群馬県食品自主衛生管理認証制度 

 

 

1.4 

7.3 

0.8 

5.8 

5.3 

2.4 

16.5 

41.1 

19.4 

43.2 

22.5 

27.4 

23.0 

7.3 

22.6 

2.9 

4.6 

4.8 

7.2 

11.9 

22.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一次産業（N=139)

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

すでに取得(導入）している 取得(導入）を考えている

知識はあるが取得(導入)する予定はない 聞いたことがある程度

聞いたこともない 知識はあるが該当しないと考えている

無回答

0.7 

13.2 

1.6 

7.9 

11.9 

5.6 

20.1 

35.8 

16.9 

34.5 

17.2 

29.8 

24.5 

6.6 

18.5 

5.0 

4.6 

4.0 

7.2 

10.6 

23.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一次産業（N=139)

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

すでに取得(導入）している 取得(導入）を考えている

知識はあるが取得(導入)する予定はない 聞いたことがある程度

聞いたこともない 知識はあるが該当しないと考えている

無回答

6.0 

8.9 

15.9 

4.0 

26.5 

16.1 

26.5 

29.0 

9.3 

19.4 

6.0 

3.2 

9.9 

19.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

すでに取得(導入）している 取得(導入）を考えている
知識はあるが取得(導入)する予定はない 聞いたことがある程度
聞いたこともない 知識はあるが該当しないと考えている
無回答
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 ２－５ トレーサビリティ・システムの導入状況（一次・二次・三次産業） 

（一次：問 9／二次：問 24／三次：問 20） 

 
一次・二次産業は「取り組んでいる」、三次産業は「聞いたこともない」が最も高くなって

いる。 
「取り組んでいる」、「取り組む予定である」の合計値は、二次産業（49.0％）や一次産業

（41.1％）と比較して三次産業（24.2％）は低くなっている。 

2-5 トレーサビリティ・システムの導入状況（一次・二次・三次産業） 

 
 
 

２－６ 「食品の適正表示推進事業所」登録状況（二次・三次産業） 

（二次：問 11／三次：問 8） 

 
二次・三次産業とも「聞いたことがある程度」が最も高く、三次産業は「聞いたこともない」

（26.6％）も高くなっている。「すでに登録している」、「登録申請する予定である・考えている」

の合計値は、二次産業（23.9％）が三次産業（18.5％）より 5.4 ポイント高くなっている。 

2-6 「食品の適正表示推進事業所」登録状況（二次・三次産業） 

 
  

35.3 

42.4 

17.7 

5.8 

6.6 

6.5 

15.8 

13.9 

14.5 

23.7 

13.9 

17.7 

4.3 

9.9 

21.8 

10.8 

9.9 

13.7 

4.3 

3.3 

8.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一次産業（N=139)

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

取り組んでいる 取り組む予定である

取り組む予定はない 聞いたことがある程度

聞いたこともない 知識はあるが、該当しないと考えている

無回答

9.3 

12.9 

14.6 

5.6 

12.6 

6.5 

39.7 

29.0 

18.5 

26.6 

3.3 

12.9 

2.0 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

すでに登録している 登録申請する予定である・考えている
登録申請する予定はない 聞いたことがある程度
聞いたこともない 該当しないと考えている
無回答
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２－７ 食品・食品製造の衛生管理マニュアルの内容（二次・三次産業） 

（二次：問 12／三次：問 13） 

 
二次・三次産業とも「衛生的な手洗い」が最も高く、次いで「食品の衛生的な取扱い」、「施

設、使用器具などの清掃、殺菌」となっている。 
二次・三次産業を比較すると、「作成していない」を除くすべての項目において二次産業が

三次産業より高くなっており、特に「使用している水の衛生管理」は 35.5 ポイントの差とな

っている。 
「作成していない」は二次産業より三次産業が高いものの、大きな差ではなく、マニュアル

自体の作成は二次・三次産業とも多くの事業者で行われている。 

2-7 食品・食品製造の衛生管理マニュアルの内容（二次・三次産業） 

 
  

87.4 

78.8 

78.8 

76.2 

75.5 

74.8 

64.9 

58.9 

46.4 

2.6 

6.6 

1.3 

77.4 

72.6 

67.7 

55.6 

60.5 

58.9 

45.2 

23.4 

28.2 

2.4 

12.1 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

衛生的な手洗い

食品の衛生的な取扱い

施設、使用器具などの清掃、殺菌

施設設備の保守点検（不適箇所の補修等）

ねずみ、衛生害虫などの防除

従事者の健康管理

従事者の衛生教育

使用している水の衛生管理

不良食品等の回収手順

その他

作成していない

無回答

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）
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２－８ 食品の安全確保や適正表示の徹底を図るための倫理規範・行動規範等の策定状況 

（二次・三次産業） 

（二次：問 13／三次：問 12） 

 
二次産業は「書面の形で策定している」と「書面の形での策定はしていないが、慣習として

安全な生産のための方針を持っている」の 2 項目が同程度に高く、三次産業は「書面の形での

策定はしていないが、慣習として安全な生産のための方針を持っている」が特に高くなってい

る。「書面の形で策定している」、「書面の形で策定を考えている」、「他で作成したものを使用

している」の 3 項目の合計値を見ると、二次産業（47.7％）が三次産業（30.6％）より 17.1
ポイント高くなっている。 

2-8 食品安全のための倫理規範・行動規範等の策定状況（二次・三次産業） 

 
 

２－９ 従業員への衛生管理教育の実施状況（二次・三次産業） 

（二次：問 16／三次：問 11） 

 
二次・三次産業とも「自社スタッフ（食品衛生管理者、責任者等）による従業員への教育」

が特に高く、産業による大きな違いは見られない。 

2-9 従業員への衛生管理教育の実施状況 

 
  

37.1 

6.0 

35.1 

4.6 

11.9 

0.0 

5.3 

21.8 

4.0 

37.1 

4.8 

17.7 

4.8 

9.7 

0% 20% 40% 60%

書面の形で策定している

書面の形で策定を考えている

書面の形での策定はしていないが、慣習として安全な生産の

ための方針を持っている

他で作成したものを使用している

必要と思うが、実現は難しい

必要性を感じない

無回答

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）

68.2 

17.2 

0.0 

4.6 

2.6 

7.3 

65.3 

16.9 

0.0 

0.0 

5.6 

12.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自社スタッフ（食品衛生管理者、責任者等）による従業員へ

の教育

保健所などの行政機関による教育

大学、試験研究機関への派遣研修

専門家による教育

その他

無回答

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）
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２－１０ 苦情について（二次・三次産業） 

2-10（1） 食品の不良等で苦情を受けたことがあるか 

（二次：問 17／三次：問 14） 

 
二次・三次産業とも「苦情を受けたことがある」が最も高く、特に二次産業（80.8％）が高

くなっている。 

2-10（1） 食品の不良等で苦情を受けたことがあるか（二次・三次産業） 

 

 

 

2-10（2） 苦情の内容 

（二次：問 18／三次：問 15） 

 
二次・三次産業とも「異物の混入」が特に高くなっている。これは先の「食品の安全性確保

のために重視している事項」の「重視度」において、二次・三次産業とも「異物等の混入の排

除」が高いことと一致している。 

2-10（2） 苦情の内容（二次・三次産業） 

 

※「苦情を受けたことがある」場合のみ

80.8 

55.6 

17.9 

41.9 

1.3 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

苦情を受けたことがある 苦情を受けたことはない 無回答

85.2 

30.3 

23.0 

11.5 

10.7 

9.8 

9.0 

0.0 

78.3 

15.9 

11.6 

15.9 

10.1 

4.3 

11.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

異物の混入

異味異臭

かび

表示不適切

腐敗

細菌等の汚染

その他

無回答

二次産業（N=122）

三次産業(N=69）



 

第 8・対象比較－20 

２－１１ フードディフェンスについて（二次・三次産業） 

2-11（1） フードディフェンスの認知度 

（二次：問 20／三次：問 16） 

 
二次産業は「言葉を聞いたことがあり、内容もある程度知っている」、三次産業は「言葉は

聞いたことがあるが、内容までは知らない」が最も高くなっている。 
「内容を詳しく知っている」、「言葉を聞いたことがあり、内容もある程度知っている」、「言

葉は聞いたことがあるが、内容までは知らない」の 3 項目の合計値を見ると、二次産業（78.8％）

は三次産業（69.4％）より 9.4 ポイント高くなっている。その内容を見ると、二次産業は「内容

を詳しく知っている」（20.5％）が 2 割以上となっているが、三次産業はこの回答が見られない。 

2-11（1） フードディフェンスの認知度（二次・三次産業） 

 

 

 

  

20.5 32.5 

21.0 

25.8 

48.4 

19.9 

27.4 

1.3 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）

内容を詳しく知っている 言葉を聞いたことがあり、内容もある程度知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容までは知らない まったく知らない

無回答



 

第 8・対象比較－21 

2-11（2） フードディフェンスの取組状況 

（二次：問 21／三次：問 17） 

 
二次産業は「特に取り組んではいない」が最も高く、次いで「冷凍食品農薬混入事件以前か

ら、取り組んでいる」が高くなっている。三次産業は「特に取り組んでいない」が特に高くな

っている。「冷凍食品農薬混入事件以前から、取り組んでいる」、「冷凍食品農薬混入事件以降、

取り組んでいる」の合計値を見ると、二次産業（34.5％）は三次産業（10.5％）より 24.0 ポイ

ント高くなっている。 

2-11（2） フードディフェンスの取組状況（二次・三次産業） 

 

  

25.2 

9.3 

19.2 

37.1 

5.3 

4.0 

9.7 

0.8 

16.1 

61.3 

6.5 

5.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

冷凍食品農薬混入事件以前から、取り組んでいる

冷凍食品農薬混入事件以降、取り組んでいる

現時点では何もしていないが、取組を検討している

特に取り組んではいない

わからない

無回答

二次産業（N=151）

三次産業（N=124）



 

第 8・対象比較－22 

2-11（3） フードディフェンスの取組内容 

（二次：問 22／三次：問 18） 

 
二次産業は「施錠を徹底している」が最も高くなっている。三次産業はサンプル数（Ｎ）が

30 未満となるため、参考値として表示する。 

 

2-11（3） フードディフェンスの取組内容（二次・三次産業） 

 

※フードディフェンスに取り組んでいる事業所のみ 

 

 

  

80.8 

71.2 

65.4 

55.8 

53.8 

46.2 

36.5 

7.7 

0.0 

53.8 

61.5 

38.5 

53.8 

30.8 

23.1 

38.5 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施錠を徹底している

監視カメラを設置している

事業所内等への従事者・部外者のアクセスを制限、またはセ

キュリティチェックを行っている

即座に出荷停止の措置を取れるようにしている

製品の回収基準を定めている

外部からの侵入を防止するためのフェンス等を設置している

自治体・国・警察・消防・保健所等の緊急連絡先を把握し、迅

速に通報する体制がある

その他

無回答

二次産業（N=52）

三次産業（N=13）



 

第 8・対象比較－23 

３ 食育について（一般県民・幼児保護者の意識・状況） 

３－１ 「食育」の認知度（一般県民・幼児保護者） 

（一般県民：問 38／幼児保護者：問 1） 

 
「食育の認知度」（「言葉も意味も知っていた」、「言葉は知っていたが、意味は知らなかっ

た」の合計値）は、一般県民は 87.6％、幼児保護者は 99.1％で、一般県民の約 9 割、幼児保

護者のほとんどが「食育」という言葉を知っている。 
内閣府調査（平成 25 年）と一般県民を比較すると、内閣府（76.6％）より高くなってい

る。 

3-1 「食育」の周知度（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

 

 

３－２ 「食育」の関心度（一般県民・幼児保護者） 

（一般県民：問 39／幼児保護者：問 2） 

 
「食育の関心度」（「関心がある」、「どちらかといえば関心がある」の合計値）は、一般県民

は 80.7％、幼児保護者は 96.1％で、一般県民の約 8 割、幼児保護者のほとんどが「食育」に

関心を持っている。 
内閣府調査（平成 25 年）と一般県民を比較すると、内閣府（74.5％）より高くなってい

る。 

3-2 「食育」の関心度（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

 
※内閣府調査における「わからない」（1.4％）は非表示 

59.4 

72.4 

43.6 

28.2 

26.7 

33.0 

10.7 

0.5 

23.4 

1.7 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1771）

言葉も意味も知っていた 言葉は知っていたが、意味は知らなかった

言葉も意味も知らなかった 無回答

32.2 

33.0 

36.6 

48.5 

63.1 

37.9 

14.3 

2.7 

14.3 

3.7 

0.7 

9.7 

1.3 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1771）

関心がある どちらかといえば関心がある どちらかといえば関心がない 関心がない 無回答



 

第 8・対象比較－24 

３－３ 食育について実践していること（一般県民・幼児保護者） 

（一般県民：問 40／幼児保護者：問 3） 

 
一般県民、幼児保護者ともに「規則正しい食生活リズム」（一般県民 64.8％、幼児保護者

80.6％）が最も高くなっている。次いで一般県民は「栄養バランスのとれた日本型食生活」

（57.1％）となっているが、幼児保護者は「食事の正しいマナーや作法の習得」（62.0％）、

「食に感謝し『もったいない』という気持ちを持った食事」（61.5％）、「家族や友人と食卓を

囲む機会の増加」（57.4％）、「おいしさや楽しさなどが実感できる食事」（54.7％）が高く、い

ずれも 5 割以上となっている。 
幼児保護者は、食育を通して子どもの体の成長だけでなく心を育むことも重視して取り組ん

でいることがうかがえる。 

3-3 食育について実践していること（一般県民・幼児保護者） 

 

 

  

64.8 

57.1 

52.2 

46.7 

41.3 

41.0 

39.5 

38.5 

37.3 

36.7 

32.4 

25.4 

22.2 

21.0 

15.9 

14.3 

8.2 

0.7 

5.4 

1.7 

80.6 

41.0 

61.5 

54.7 

33.0 

28.2 

48.3 

35.3 

35.1 

57.4 

28.0 

62.0 

31.2 

9.3 

4.8 

11.2 

6.4 

2.5 

0.5 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

規則正しい食生活リズム

栄養バランスのとれた日本型食生活

食に感謝し「もったいない」という気持ちを持った食事

おいしさや楽しさなどが実感できる食事

食べ残しや食品の廃棄の削減

食べ物と健康の関係を理解した食事

自分で料理を作る機会の増加

地域性や季節感のある食事

食品の安全性への理解

家族や友人と食卓を囲む機会の増加

地場産物の購入

食事の正しいマナーや作法の習得

家族で料理を作る機会の増加

五感を使って食材の鮮度・味覚を楽しむ食事

郷土料理や、伝統料理など食文化継承活動

食に関する適切な情報の利用

生産から消費までのプロセスの理解

その他

何もしていない

無回答

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）



 

第 8・対象比較－25 

３－４ 健全な食生活を実践するため参考にしている指針等（一般県民・幼児保護者） 

（一般県民：問 41／幼児保護者：問 4／内閣府） 

 
何らかの指針等を参考にしていると回答した人「参考にしているものがある」を見ると、一

般県民（62.3％）、幼児保護者（64.5％）ともに 6 割以上となっており、内閣府調査（平成 25
年）と比較すると、内閣府（56.7％）より高くなっている。 
参考にしている指針としては、一般県民は内閣府と同様に「食事バランスガイド」

（40.5％）、幼児保護者は「３分類」（34.9％）が最も高くなっている。 
一方で、「特に参考にしていない」を見ると、一般県民（33.9％）、幼児保護者（34.4％）が

ともに 3 割以上となっており、指針の活用は十分とはいえないこともうかがえる。 

3-4 健全な食生活を実践するため参考にしている指針等（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

 

 
  

40.5 

25.4 

25.2 

21.6 

13.9 

0.9 

33.9 

3.8 

27.1 

27.8 

11.8 

34.9 

7.3 

2.1 

34.4 

1.1 

36.5

28.5

15.2

32.0

11.9

3.9

41.6

0% 20% 40% 60% 80%

「食事バランスガイド」

「6つの基礎食品群」

「日本人の食事摂取基準」

「3色分類」

「食生活指針」

その他の指針

特に参考にしていない

無回答

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1771）

62.3
64.5 

56.7 

0% 20% 40% 60% 80%

『参考にしているものがある』



 

第 8・対象比較－26 

３－５ 食に対する知識・行動について（一般県民・幼児保護者） 

3-5（1） 食に関する事項の認知度 

（一般県民：問 42／幼児保護者：問 6／内閣府） 

 
食育に関する項目の認知度（「よく知っている」、「ある程度知っている」の合計値）は、一

般県民、幼児保護者ともに「『消費期限』と『賞味期限』の意味」（一般県民 93.1％、幼児保

護者 95.7％）が最も高く、次いで「地域の産物、旬の食材」（一般県民 82.2％、幼児保護者

86.8％）、「食品保存の方法」（一般県民 80.4％、幼児保護者 79.0％）となっている。 
一般県民と幼児保護者を比較すると、「食品の廃棄を減らす方法」、「災害時の非常食の備え

方」は一般県民、「エネルギー（カロリー）などの栄養表示の見方」、「健康に配慮した一食あ

たりの献立」は幼児保護者が高くなっている。 
幼児保護者は、子どもの毎日の食事づくりに関わる知識の認知度が高い傾向がうかがえる。 

3-5（1） 食に関する事項の認知度（一般県民・幼児保護者） 

 

※一般県民調査において「『消費期限』と『賞味期限』の意味」は「問 19」、「食中毒予防の３原則」は「問 13」 

  

93.1

82.2 

80.4 

67.0 

62.3

61.5 

50.1 

45.5 

43.4 

17.4 

95.7 

86.8 

79.0 

83.6 

62.6 

72.0 

39.4 

40.5 

33.0 

21.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「消費期限」と「賞味期限」の意味※

地域の産物、旬の食材

食品保存の方法

エネルギー（カロリー）などの栄養表示の見方

食中毒予防の３原則※

健康に配慮した一食あたりの献立（主食・主菜・副菜がそろう

料理）

食品の廃棄を減らす方法

どんな食材をどれだけ食べればよいか

災害時の非常食の備え方

食品中の放射性物質

「よく知っている」「ある程度知っている」合計値 一般県民（N=820）

「よく知っている」「ある程度知っている」合計値 幼児保護者（N=439）



 

第 8・対象比較－27 

3-5（2） 朝食を摂る頻度 

（一般県民：問 43／幼児保護者：問 7） 

 
朝食を「ほとんど毎日食べる」は一般県民（82.2％）より幼児保護者（91.3％）が高くなっ

ている。また、朝食を食べないことがある割合は、一般県民が高くなっている。 

3-5（2） 朝食を摂る頻度（一般県民・幼児保護者） 

 

 

 

3-5（3） 朝食で主食・主菜・副菜をそろえて食べる頻度 

（一般県民：問 44／幼児保護者：問 8） 

 
「ほとんど毎日」は一般県民（39.0％）より幼児保護者（16.7％）が低くなっている。ま

た、「ほとんどない」は一般県民（16.9％）より幼児保護者（28.4％）が高くなっている。先

の「食に関する項目の認知度」において、幼児保護者は「健康に配慮した一食あたりの献立

（主食・主菜・副菜がそろう料理）」が一般県民より高くなっているが、朝食においてはその

実践頻度が一般県民より低いことがうかがえる。 

3-5（3） 朝食で主食・主菜・副菜をそろえて食べる頻度（一般県民・幼児保護者） 

 

※朝食を「ほとんど毎日食べる」場合のみ 

 

 

 

  

82.2 

91.3 

5.9 

3.4 

4.4 

0.9 

6.2 

3.9 

1.3 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

ほとんど毎日食べる 週に４～５日食べる 週に２～３日食べる ほとんど食べない 無回答

39.0 

16.7 

22.1 

20.4 

21.2 

34.4 

16.9 

28.4 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=674）

幼児保護者(N=401)

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんどない 無回答



 

第 8・対象比較－28 

3-5（4） 主食・主菜・副菜をそろえた食事が 2 回以上ある日の頻度 

（一般県民：問 45／幼児保護者：問 9） 

 
「ほとんど毎日」は一般県民（35.2％）、幼児保護者（31.7％）で大きな差は見られない

が、「ほとんどない」（一般県民 8.8％、幼児保護者 5.7％）は一般県民が高くなっている。 

3-5（4） 主食・主菜・副菜をそろえた食事が 2 回以上ある日の頻度（一般県民・幼児保護者） 

 

 

 

3-5（5） 噛み方、味わい方といった食べ方の関心度 

（一般県民：問 46／幼児保護者：問 10／内閣府） 

 
噛み方、味わい方といった食べ方への関心度（「関心がある」、「どちらかといえば関心があ

る」の合計値）は、一般県民（62.7％）より幼児保護者（74.3％）が高くなっている。 
内閣府調査（平成 25 年）と一般県民を比較すると、内閣府（74.1％）より低くなっている。 

3-5（5） 噛み方、味わい方といった食べ方の関心度（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

 

 

 

  

35.2 

31.7 

27.7 

35.5 

24.1 

25.5 

8.8 

5.7 

4.1 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんどない 無回答

18.8 

21.2 

40.1 

43.9 

53.1 

34.0 

25.0 

18.2 

16.4 

5.5 

3.9 

8.6 

4.6 

2.5 

0.7 

2.2 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1771）

関心がある どちらかといえば関心がある どちらかといえば関心がない

関心がない わからない 無回答
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3-5（6） 家族や友人と一緒に食事をする頻度 

（一般県民：問 47／幼児保護者：問 11／内閣府） 

 
「ほとんど毎日」は、朝食、夕食とも、一般県民より幼児保護者が高くなっている。（朝

食：一般県民 51.6％、幼児保護者 71.5％、夕食：一般県民 64.9％、幼児保護者 85.4％）。 
また、一般県民、幼児保護者ともに、朝食よりも夕食の方が「ほとんど毎日」が高くなって

いる。 
内閣府調査（平成 25 年）と一般県民を比較すると、朝食では「ほとんど毎日」は内閣府（48.2％）

と大きな差は見られないが、夕食では内閣府（56.2％）より高くなっている。 

3-5（6） 家族や友人と一緒に食事をする頻度 ①朝食（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

3-5（6） 家族や友人と一緒に食事をする頻度 ②夕食（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

51.6 

8.5 

11.2 

4.6 

21.5 

2.6 

71.5 

8.7 

8.9 

4.3 

5.5 

1.1 

48.2 

8.3 

15.4 

8.3 

19.8 

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日

週に４～５日

週に２～３日

週に１日程度

ほとんどない

無回答

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1610）

64.9 

10.1 

10.4 

5.0 

6.3 

3.3 

85.4 

6.4 

4.6 

1.8 

0.5 

1.4 

56.2 

13.1 

19.9 

4.7 

6.1 

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日

週に４～５日

週に２～３日

週に１日程度

ほとんどない

無回答

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1610）



 

第 8・対象比較－30 

3-5（7） 家族や友人と一緒に食事をすることについての考え方 

（一般県民：問 48／幼児保護者：問 12／内閣府） 

 
「思う」（「とてもそう思う」、「そう思う」の合計値）は、一般県民、幼児保護者とも「家族

や友人と一緒に食事をすることは重要である」（一般県民 65.6％、幼児保護者 81.9％）が最も

高く、次いで「家族や友人と一緒に食事をする回数を増やしたいと思う」（一般県民 51.1％、

幼児保護者 72.9％）となっている。 
一般県民と幼児保護者を比較すると、「家族や友人と一緒に食事をする時間を作るのが難し

い」を除くすべての項目において幼児保護者が一般県民より高くなっている。 
幼児保護者は一般県民より、家族や友人と一緒に食事をしたり、その回数を増やしたりする

ことの重要性を強く認識しており、そのための調整や実践の意向も強いことがうかがえる。 

3-5（7） 家族や友人と一緒に食事をすることについての考え方（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

※朝食、夕食ともに「ほとんど毎日」以外の場合のみ 

 

 

  

48.2 

28.3 

29.2 

65.6 

51.1 

44.4 

52.1 

43.8 

81.9 

72.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族や友人と一緒に食事をする時間を作るのが難しい

家族や友人と食事をするために自分のスケジュールを調整し

ようと思う

家族や友人と食事をするために自分のスケジュールを調整

することができる

家族や友人と一緒に食事をすることは重要である

家族や友人と一緒に食事をする回数を増やしたいと思う

合計値『思う』 一般県民（N=442）

合計値『思う』 幼児保護者（N=144）



 

第 8・対象比較－31 

3-5（8） 調理・インスタント食品・外食・弁当や惣菜の利用頻度 

（一般県民：問 49／幼児保護者：問 13） 

 
自ら調理し、食事を作る頻度を見ると、「ほとんど毎日」は一般県民（48.9％）より幼児保

護者（77.9％）が高くなっている。 
「冷凍食品やインスタント食品の使用」は、一般県民、幼児保護者とも「週に２～３日」、

「週に１日程度」、「月に数回」の 3 項目が同程度に高く、大きな差は見られない。 
「外食」は、一般県民、幼児保護者とも「月に数回」が最も高く、一般県民（37.4％）は約

4 割、幼児保護者（53.3％）は 5 割以上となっている。 
「購入した弁当・惣菜（食事の半分以上を占める）を利用した食事」は、一般県民、幼児保護

者とも「月に数回」が最も高く、一般県民（31.1％）は 3 割以上、幼児保護者（42.6％）は 4 割

以上となっている。 

3-5（8） 調理の頻度、インスタント食品・外食・惣菜等の利用頻度（一般県民・幼児保護者） 

①自ら調理し、食事を作る 

 
※1.0％未満は非表示 

②冷凍食品やインスタント食品の使用 

 
③外食 

 

                      ④購入した弁当・総菜（食事の半分以上を占める）を利用した食事 

 

48.9 

77.9 

9.0 

15.0 

9.1 

3.0 

5.0 4.8 5.9 13.8 3.5 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 週に１日程度
月に数回 年に数回 ほとんどない 無回答

3.5 

1.8 

6.8 

8.7 

22.6 

24.8 

25.4 

28.7 

21.2 

23.2 

6.5 

4.1 

9.5 

6.4 

4.5 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 週に１日程度
月に数回 年に数回 ほとんどない 無回答

1.3 0.9 

10.4 

3.2 

19.5 

30.8 

37.4 

53.3 

17.0 

8.2 

9.3 

2.3 

4.3 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 週に１日程度
月に数回 年に数回 ほとんどない 無回答

2.3 
3.7 

0.9 

15.1 

11.2 

21.0 

24.8 

31.1 

42.6 

11.5 

13.0 

11.1 

5.2 

4.3 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 週に１日程度
月に数回 年に数回 ほとんどない 無回答



 

第 8・対象比較－32 

3-5（9） 郷土料理など地域や家庭で継承されてきた料理等の認知度 

（一般県民：問 50／幼児保護者：問 14／内閣府） 

 
郷土料理など地域や家庭で継承されてきた料理等の認知度（「よく知っている」、「知ってい

る」の合計値）は、一般県民（51.2％）が幼児保護者（44.4％）より高くなっている。 
内閣府調査（平成 25 年）と比較すると、一般県民の認知度は内閣府（46.9％）より高くな

っているが、幼児保護者は同程度となっている。 

3-5（9） 郷土料理など地域や家庭で継承されてきた料理等の認知度（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

 

3-5（10） 郷土料理などの次世代への継承の意向（一般県民・幼児保護者） 

（一般県民：問 51／幼児保護者：問 15／内閣府） 

 
「伝えたいと思う」は一般県民（66.2％）より幼児保護者（84.6％）が高くなっている。 
内閣府調査（平成 25 年）と比較すると、一般県民は内閣府（79.2％）より低いが、幼児保

護者は高く、継承の意向が強いことがうかがえる。 

3-5（10） 郷土料理などの次世代への継承の意向（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

  

7.8 

2.7 

12.3 

43.4 

41.7 

34.6 

39.5 

49.2 

44.6 

6.8 

5.2 

8.4 

2.4 

1.1 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1771）

よく知っている 知っている あまりよく知らない よく知らない 無回答

66.2 

84.6 

79.2 

28.3 

13.3 

16.7 

1.7 

3.6 

2.1 

1.0 

0.5 

1.7 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=420）

幼児保護者（N=195）

内閣府（N=831）

伝えたいと思う どちらともいえない 伝えたいとは思わない わからない 無回答



 

第 8・対象比較－33 

3-5（11） 今後の食生活でどのような面に力を入れたいと思うか 

（一般県民：問 52／幼児保護者：問 18） 

 
一般県民、幼児保護者ともに「栄養バランスのとれた日本型食生活」（一般県民 70.0％、幼

児保護者 74.3％）が最も高くなっている。 
一般県民と幼児保護者を比較すると、「規則正しい食生活リズム」、「食べ物と健康の関係を

理解した食事」、「食品の安全性への理解」、「地場産物の購入」は一般県民が高く、「おいしさ

や楽しさなどが実感できる食事」、「食事の正しいマナーや作法の習得」、「家族で料理を作る機

会の増加」は幼児保護者が高くなっている。 
一般県民、幼児保護者とも「健康な食生活」を重視しているが、幼児保護者は「楽しい食事

の場」も重視していることがうかがえる。 

 

3-5（11） 今後の食生活でどのような面に力を入れたいと思うか（一般県民・幼児保護者） 

 

  

70.0 

68.3 

50.7 

46.8 

44.3 

41.7 

38.7 

37.9 

37.2 

34.0 

31.7 

26.7 

26.5 

24.1 

20.9 

18.5 

9.6 

0.4 

2.1 

3.3 

74.3 

63.1 

58.1 

49.4 

33.9 

35.8 

38.5 

35.1 

41.2 

30.5 

21.2 

24.6 

59.7 

43.1 

23.9 

16.6 

11.2 

0.5 

0.0 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

栄養バランスのとれた日本型食生活

規則正しい食生活リズム

おいしさや楽しさなどが実感できる食事

食に感謝し「もったいない」という気持ちを持った食事

食べ物と健康の関係を理解した食事

食品の安全性への理解

食べ残しや食品の廃棄の削減

地域性や季節感のある食事

家族や友人と食卓を囲む機会の増加

自分で料理を作る機会の増加

地場産物の購入

五感を使って食材の鮮度・味覚を楽しむ食事

食事の正しいマナーや作法の習得

家族で料理を作る機会の増加

郷土料理や、伝統料理など食文化継承活動

食に関する適切な情報の利用

生産から消費までのプロセスの理解

その他

特にない

無回答

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）



 

第 8・対象比較－34 

３－６ 食育ボランティアについて（一般県民・幼児保護者） 

3-6（1） 食育に関する取組で参加してみたいと思うもの 

（一般県民：問 53／幼児保護者：問 19／内閣府） 

 
一般県民は「生活習慣病の予防などの健康づくりのための食生活に関する活動」（33.5％）、

幼児保護者は「子どもに対する食育活動」（47.4％）が最も高く、次いで一般県民、幼児保護

者とも「食品工場見学などの活動」（一般県民 25.0％、幼児保護者 41.7％）となっている。 
一般県民と幼児保護者を比較すると、「生活習慣病の予防などの健康づくりのための食生活

に関する活動」、「食品の安全性など適切な食品選択のための活動」は一般県民が高く、「食品

工場見学などの活動」、「郷土料理、伝統料理などの食文化継承活動」、「子どもに対する食育活

動」、「農業・収穫体験など農林漁業などに関する体験活動」は幼児保護者が高くなっている。 
また、「特に参加してみたいと思う取組はない」は、幼児保護者（10.3％）より一般県民

（28.8％）が高くなっている。 
内閣府調査（平成 25 年）と一般県民を比較すると、同程度となっている「食品工場見学な

どの活動」、「特に参加してみたいと思う取組はない」の 2 項目を除くすべての項目で一般県民

が低くなっている。 

3-6（1） 食育に関する取組で参加してみたいと思うもの（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 
  

33.5 

25.0 

19.1 

18.7 

17.2 

11.3 

9.5 

0.5 

28.8 

7.4 

23.7 

41.7 

13.7 

25.7 

47.4 

27.6 

5.5 

0.0 

10.3 

4.6 

38.5 

26.7 

29.0 

23.5 

23.2 

17.0 

16.4 

0.5 

29.4 

0.2 

0% 20% 40% 60%

生活習慣病の予防などの健康づくりのための食生活に関す

る活動

食品工場見学などの活動

食品の安全性など適切な食品選択のための活動

郷土料理、伝統料理などの食文化継承活動

子どもに対する食育活動

農業・収穫体験など農林漁業などに関する体験活動

食品廃棄や食品リサイクルに関する活動

その他

特に参加してみたいと思う取組はない

無回答

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1771）



 

第 8・対象比較－35 

3-6（2） 食について関心がある情報 

（一般県民：問 54／幼児保護者：問 20／内閣府） 

 
一般県民は「食の安全性や健康被害などに関する情報」（65.9％）が最も高く、次いで「献

立・料理・レシピなど調理に関する情報」（52.4％）、「健康づくりや食生活改善に役立つ情

報」（52.2％）となっている。幼児保護者は「献立・料理・レシピなど調理に関する情報」が

8 割以上（81.1％）で最も高くなっている。 
内閣府調査（平成 25 年）と一般県民を比較すると、「食の安全性や健康被害などに関する情

報」（内閣府 61.4％）、「献立･料理・レシピなどの調理に関する情報」（内閣府 46.8％）は内閣府

より高く、「健康づくりや食生活改善に役立つ情報」（内閣府 56.7％）は低くなっている。また、

「特にない」は、内閣府（14.7％）より一般県民が低くなっている。 

3-6（2） 食について関心がある情報（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

 

※内閣府調査では「大食い、早食いなど娯楽情報」「その他」の合計値 

 

 

  

65.9 

52.4 

52.2 

35.5 

34.5 

0.4 

3.3 

1.5 

53.5 

81.1 

45.3 

29.4 

35.1 

0.7 

0.5 

0.9 

61.4 

46.8 

56.7 

37.7 

32.0 

6.8 

14.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食の安全性や健康被害などに関する情報

献立・料理・レシピなど調理に関する情報

健康づくりや食生活改善に役立つ情報

地域の産物や旬の食材に関する情報

人気料理店などグルメ情報

その他※

特にない

無回答

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1771）



 

第 8・対象比較－36 

3-6（3） 食育に関する情報をどこから入手したいと思うか 

（一般県民：問 55／幼児保護者：問 21／内閣府） 

 
一般県民、幼児保護者ともに「テレビ」（一般県民 64.3％、幼児保護者 51.0％）が最も高

く、次いで一般県民は「新聞」（43.2％）、幼児保護者は「インターネット」（47.6％）となっ

ている。 
一般県民と幼児保護者を比較すると、「テレビ」、「新聞」「ラジオ」「食品関連事業者」は一

般県民、「インターネット」、「学校（小学校・中学校・高等学校・大学）」、「雑誌」、「生産者」

は幼児保護者が比較的高くなっている。 
内閣府調査（平成 25 年）と一般県民を比較すると、上位項目の「テレビ」（内閣府 77.1％）、

「インターネット」（内閣府 34.6％）は内閣府より低くなっている。また、「雑誌」、「健康診断

や病院などの保健医療機関」も低くなっているが、「行政（市町村、都道府県（保健所を含む）」、

「食品関連事業者（スーパー、小売業等）」は高くなっている。 

3-6（3） 食育に関する情報をどこから入手したいと思うか（一般県民・幼児保護者・内閣府） 

64.3 

43.2 

24.9 

19.8 

17.0 

13.8 

8.0 

5.9 

5.7 

3.4 

2.0 

1.1 

0.2 

1.5 

1.3 

14.5 

51.0 

13.7 

47.6 

19.8 

13.0 

21.0 

3.2 

4.8 

31.9 

7.1 

4.1 

0.9 

0.7 

0.2 

3.0 

10.9 

77.1 

48.4 

34.6 

16.2 

13.8 

26.3 

7.1 

16.6 

6.5 

7.8 

3.7 

1.3 

1.5 

4.0 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80%

テレビ

新聞

インターネット

行政（市町村、都道府県（保健所を含む））

食品関連事業者（スーパー、小売業等）

雑誌

ラジオ

健康診断や病院などの保健医療機関

学校（小学校・中学校・高等学校・大学）

生産者

職場

ボランティアやNPOなどの団体

その他

入手したいと思わない

わからない

無回答

一般県民（N=820）

幼児保護者（N=439）

内閣府（N=1771）



 

第 8・対象比較－37 

３－７ 「家族でいただきますの日」「食育の日」の周知度（一般県民・幼児保護者） 

（一般県民：問 56／幼児保護者：問 22） 

 
「知っていた」は、一般県民（5.6％）より幼児保護者（12.5％）が高くなっているが、と

もに「知らなかった」がほとんどを占めている。 

3-7 「家族でいただきますの日」「食育の日」の周知度（一般県民・幼児保護者） 

 

 

 

  

5.6 

12.5 

93.7 

86.1 

0.7 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般県民（N=820)

幼児保護者（N=439）

知っていた 知らなかった 無回答



 

第 8・対象比較－38 

４ 食育について（事業者の状況） 

４－１ 食育推進の取組実施状況（一次・二次・三次産業） 

（一次：問 14／二次：問 29／三次：問 25） 

 
「積極的に行っている」、「行っている」、「行っていないが、今後取り組む予定」の 3 項目の

合計値を見ると、一次産業（71.2％）が最も高く、次いで二次産業（62.3％）、三次産業

（50.9％）となっており、三次産業が低くなっている。 

4-1 食育に関する取組の実施状況（一次・二次・三次産業） 

 

  

14.4 

12.6 

6.5 

30.9 

25.2 

23.4 

25.9 

24.5 

21.0 

24.5 

33.8 

37.9 

4.3 

4.0 

11.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一次産業（N=139)

二次産業（N=151)

三次産業（N=124）

積極的に行っている 行っている

行っていないが、今後取り組む予定 行っていないし、今後取り組む予定もない

無回答



 

第 8・対象比較－39 

４－２ 実施している・実施予定の食育推進の取組内容（一次・二次・三次産業） 

（一次：問 15／二次：問 30／三次：問 26） 

 
一次・二次産業は「地産地消の推進」（一次 60.6％、二次 47.9％）、三次産業は「栄養バラ

ンスのよい料理や商品の開発・提供」（52.4％）が最も高くなっている。 
各産業間で比較すると、一次産業は「農業・収穫体験や交流イベントの企画・実施」（56.6％）、

二次産業は「工場見学等のインダストリーツーリズムの実施」（27.7％）、三次産業は「栄養バラ

ンスのよい料理や商品の開発・提供」（52.4％）が他の産業より高くなっている。 
このことから、各産業それぞれの特性を生かした食育推進の取組が実施または、実施が予定

されていることがうかがえる。 

4-2 実施している・実施予定の食育推進の取組内容（一次・二次・三次産業） 

 
※食育推進を「行っていないし、今後取り組む予定もない」、無回答を除く 

60.6 

56.6 

34.3 

28.3 
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6.1 

6.1 

5.1 

3.0 

2.0 

6.1 

5.1 

47.9 

16.0 

23.4 

26.6 

24.5 

17.0 

9.6 

11.7 

8.5 

31.9 

29.8 

36.2 

9.6 

27.7 

11.7 

3.2 

5.3 

4.3 

2.1 

3.2 

46.0 

6.3 

30.2 

19.0 

6.3 

25.4 

7.9 

17.5 

9.5 

27.0 

23.8 

52.4 

11.1 

14.3 

12.7 

0.0 

4.8 

4.8 

1.6 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80%

地産地消の推進

農業・収穫体験や交流イベントの企画・実施

産地直送品の販売や産地・生産者に関する情報提供

イベント主催など直接的な情報提供や食生活の改善指導

学校・保育所・公民館等への講師派遣や出前講座の実施

小分け・ばら売りなど「量」を選択できるような工夫

マスメディアを通した食育に関する情報提供や自社の取組の

ＰＲ

日本型食生活に関する情報提供

食育推進に関わる人材育成への支援

従業員の生活習慣病予防及び改善につながる取組

ホームページなどを通した食育に関する情報提供

栄養バランスのよい料理や商品の開発・提供

従業員の家庭教育を応援するための職場環境づくり

工場見学等のインダストリーツーリズムの実施

環境面に関する情報提供

食育推進の取組に対する資金的な支援

食育推進のための教材（ビデオ・テキスト等）の開発・提供

食事のマナー・作法に関する情報提供や講習会等での実演

指導

その他

無回答

一次産業（N=99）

二次産業（N＝94）

三次産業（N=63）



 

第 8・対象比較－40 

４－３ 食育推進の取組にあたっての国や自治体への要望（一次・二次・三次産業） 

（一次：問 16／二次：問 31／三次：問 27） 

 
いずれの産業も「情報の提供」が最も高く、特に三次産業では 8 割以上（85.7％）となって

いる。また、いずれの産業も「先進事例の紹介」がこれに次いで高く、約 5 割が望んでいる。 
このことから、事業者から先進事例の紹介を含めた様々な食育推進のための情報の提供が求

められていることがうかがえる。 

4-3 食育推進の取組にあたっての国や自治体への要望（一次・二次・三次産業） 

 
※食育推進を「行っていないし、今後取り組む予定もない」、無回答を除く 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報の提供

先進事例の紹介

人材の紹介や派遣

企業同士が交流する場の提供

シンポジウムの開催

個別相談

その他

無回答

一次産業（N=99）

二次産業（N＝94）

三次産業（N=63）


